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栃 木 県 規 則 第 四 十 六 号

　 家 庭 の 日 に 免 除 す る 公 の 施 設 の 使 用 料 等 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 三 十 年 十 二 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 家 庭 の 日 に 免 除 す る 公 の 施 設 の 使 用 料 等 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 家 庭 の 日 に 免 除 す る 公 の 施 設 の 使 用 料 等 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 八 年 栃 木 県 規 則 第 七 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

　 と ち ぎ の 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 条 例 （ 平 成 三 十 年 栃

木 県 条 例 第 三 十 九 号 ） 第 二 十 条 第 三 項 に 規 定 す る 県

の 設 置 し た 公 の 施 設 の 使 用 料 等 で 別 に 規 則 で 定 め る

も の は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 施 設 に お け る そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 使 用 料 等 （ 小 学 校 の 児 童 （ 栃

木 県 子 ど も 総 合 科 学 館 、 栃 木 県 立 日 光 自 然 博 物 館 、

英 国 大 使 館 別 荘 記 念 公 園 及 び イ タ リ ア 大 使 館 別 荘 記

念 公 園 に あ っ て は 満 四 歳 以 上 、 栃 木 県 那 須 野 が 原 公

園 の サ ン サ ン タ ワ ー 及 び 栃 木 県 み か も 山 公 園 の フ ラ

ワ ー ト レ イ ン に あ っ て は 満 三 歳 以 上 の 幼 児 を 含

む 。 ） 及 び 中 学 校 の 生 徒 （ 栃 木 県 井 頭 公 園 の 花 ち ょ

う 遊 館 に あ っ て は 、 高 等 学 校 の 生 徒 を 含 む 。 ） の 使

用 又 は 利 用 に 係 る も の に 限 る 。 ） と す る 。

略

　 栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 （ 平 成 十 八 年 栃 木 県 条

例 第 四 十 一 号 ） 第 十 一 条 第 三 項 　 　 　 に 規 定 す る 県

の 設 置 し た 公 の 施 設 の 使 用 料 等 で 別 に 規 則 で 定 め る

も の は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 施 設 に お け る そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 使 用 料 等 （ 小 学 校 の 児 童 （ 栃

木 県 子 ど も 総 合 科 学 館 、 栃 木 県 立 日 光 自 然 博 物 館 、

英 国 大 使 館 別 荘 記 念 公 園 及 び イ タ リ ア 大 使 館 別 荘 記

念 公 園 に あ っ て は 満 四 歳 以 上 、 栃 木 県 那 須 野 が 原 公

園 の サ ン サ ン タ ワ ー 及 び 栃 木 県 み か も 山 公 園 の フ ラ

ワ ー ト レ イ ン に あ っ て は 満 三 歳 以 上 の 幼 児 を 含

む 。 ） 及 び 中 学 校 の 生 徒 （ 栃 木 県 井 頭 公 園 の 花 ち ょ

う 遊 館 に あ っ て は 、 高 等 学 校 の 生 徒 を 含 む 。 ） の 使

用 又 は 利 用 に 係 る も の に 限 る 。 ） と す る 。

略

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 権 ・ 青 少 年 男 女 参 画 課 ） 　

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 七 号

　 栃 木 県 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 三 十 年 十 二 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 規 則 を 廃 止 す る 規 則

　 栃 木 県 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 規 則 （ 昭 和 三 十 八 年 栃 木 県 規 則 第 九 十 二 号 ） は 、 廃 止 す る 。

　 　 　 附 　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 利 率 等 の 表 示 の 年 利 建 て 移 行 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 七 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　 　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

　 （ 年 当 た り の 割 合 の 基 礎 と な る 日 数 ）

第 二 十 一 条 　 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 次 の 各 号 に 掲

げ る 規 則 の 規 定 に 定 め る 年 当 た り の 割 合 は 、 閏
じ ゆ ん
年

の 日 を 含 む 期 間 に つ い て も 三 百 六 十 五 日 当 た り の

割 合 と す る 。

一 ・ 二 　 略 　

三 ・ 四 　 略

　 （ 年 当 た り の 割 合 の 基 礎 と な る 日 数 ）

第 二 十 一 条 　 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 次 の 各 号 に 掲

げ る 規 則 の 規 定 に 定 め る 年 当 た り の 割 合 は 、 閏
じ ゆ ん
年

の 日 を 含 む 期 間 に つ い て も 三 百 六 十 五 日 当 た り の

割 合 と す る 。

一 ・ 二 　 略

三 　 栃 木 県 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 規 則 第 十 七 条

四 ・ 五 　 略

（ 経 営 支 援 課 ） 　

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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告 示
栃木県告示第640号
　平成30年度栃木県一般会計補正予算（第２号）については、平成30（2018）年12月17日成立したので、その
要領を次のとおり公表する｡
　　平成30（2018）年12月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　平成30年度栃木県一般会計補正予算（第２号）
　とちぎ男女共同参画センター等の管理を指定管理者に行わせるため、その契約のための債務負担行為を追加
する必要があること等から、平成30年度栃木県一般会計予算を補正したものである。
　このうち、債務負担行為補正の内容は次のとおりである。

（単位　千円）

事 項 名 限 度 額 説 明

とちぎ男女共同参画
センター管理運営事業

622,300 　とちぎ男女共同参画センターの管理を指定管理者に行わせる
ための契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県立日光自然博物
館・栃木県奥日光地区
駐車場・栃木県中禅寺
湖畔国際避暑地記念

620,200 　栃木県立日光自然博物館、栃木県奥日光地区駐車場及び栃木
県中禅寺湖畔国際避暑地記念施設の管理を指定管理者に行わせ
るための契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 規 則 第 四 十 六 号

　 家 庭 の 日 に 免 除 す る 公 の 施 設 の 使 用 料 等 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 三 十 年 十 二 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 家 庭 の 日 に 免 除 す る 公 の 施 設 の 使 用 料 等 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 家 庭 の 日 に 免 除 す る 公 の 施 設 の 使 用 料 等 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 八 年 栃 木 県 規 則 第 七 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

　 と ち ぎ の 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 条 例 （ 平 成 三 十 年 栃

木 県 条 例 第 三 十 九 号 ） 第 二 十 条 第 三 項 に 規 定 す る 県

の 設 置 し た 公 の 施 設 の 使 用 料 等 で 別 に 規 則 で 定 め る

も の は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 施 設 に お け る そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 使 用 料 等 （ 小 学 校 の 児 童 （ 栃

木 県 子 ど も 総 合 科 学 館 、 栃 木 県 立 日 光 自 然 博 物 館 、

英 国 大 使 館 別 荘 記 念 公 園 及 び イ タ リ ア 大 使 館 別 荘 記

念 公 園 に あ っ て は 満 四 歳 以 上 、 栃 木 県 那 須 野 が 原 公

園 の サ ン サ ン タ ワ ー 及 び 栃 木 県 み か も 山 公 園 の フ ラ

ワ ー ト レ イ ン に あ っ て は 満 三 歳 以 上 の 幼 児 を 含

む 。 ） 及 び 中 学 校 の 生 徒 （ 栃 木 県 井 頭 公 園 の 花 ち ょ

う 遊 館 に あ っ て は 、 高 等 学 校 の 生 徒 を 含 む 。 ） の 使

用 又 は 利 用 に 係 る も の に 限 る 。 ） と す る 。

略

　 栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 （ 平 成 十 八 年 栃 木 県 条

例 第 四 十 一 号 ） 第 十 一 条 第 三 項 　 　 　 に 規 定 す る 県

の 設 置 し た 公 の 施 設 の 使 用 料 等 で 別 に 規 則 で 定 め る

も の は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 施 設 に お け る そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 使 用 料 等 （ 小 学 校 の 児 童 （ 栃

木 県 子 ど も 総 合 科 学 館 、 栃 木 県 立 日 光 自 然 博 物 館 、

英 国 大 使 館 別 荘 記 念 公 園 及 び イ タ リ ア 大 使 館 別 荘 記

念 公 園 に あ っ て は 満 四 歳 以 上 、 栃 木 県 那 須 野 が 原 公

園 の サ ン サ ン タ ワ ー 及 び 栃 木 県 み か も 山 公 園 の フ ラ

ワ ー ト レ イ ン に あ っ て は 満 三 歳 以 上 の 幼 児 を 含

む 。 ） 及 び 中 学 校 の 生 徒 （ 栃 木 県 井 頭 公 園 の 花 ち ょ

う 遊 館 に あ っ て は 、 高 等 学 校 の 生 徒 を 含 む 。 ） の 使

用 又 は 利 用 に 係 る も の に 限 る 。 ） と す る 。

略

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 権 ・ 青 少 年 男 女 参 画 課 ） 　

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 七 号

　 栃 木 県 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 三 十 年 十 二 月 二 十 五 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 規 則 を 廃 止 す る 規 則

　 栃 木 県 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 規 則 （ 昭 和 三 十 八 年 栃 木 県 規 則 第 九 十 二 号 ） は 、 廃 止 す る 。

　 　 　 附 　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 利 率 等 の 表 示 の 年 利 建 て 移 行 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 七 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　 　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

　 （ 年 当 た り の 割 合 の 基 礎 と な る 日 数 ）

第 二 十 一 条 　 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 次 の 各 号 に 掲

げ る 規 則 の 規 定 に 定 め る 年 当 た り の 割 合 は 、 閏
じ ゆ ん
年

の 日 を 含 む 期 間 に つ い て も 三 百 六 十 五 日 当 た り の

割 合 と す る 。

一 ・ 二 　 略 　

三 ・ 四 　 略

　 （ 年 当 た り の 割 合 の 基 礎 と な る 日 数 ）

第 二 十 一 条 　 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 次 の 各 号 に 掲

げ る 規 則 の 規 定 に 定 め る 年 当 た り の 割 合 は 、 閏
じ ゆ ん
年

の 日 を 含 む 期 間 に つ い て も 三 百 六 十 五 日 当 た り の

割 合 と す る 。

一 ・ 二 　 略

三 　 栃 木 県 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 規 則 第 十 七 条

四 ・ 五 　 略

（ 経 営 支 援 課 ） 　

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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施設管理運営事業

とちぎ健康づくりセン
ター・とちぎ生きがい
づ く り セ ン タ ー
管 理 運 営 事 業

2,444,800 　とちぎ健康づくりセンター及びとちぎ生きがいづくりセン
ターの管理を指定管理者に行わせるための契約に係る債務負担
行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

とちぎ福祉プラザ
管 理 運 営 事 業

731,600 　とちぎ福祉プラザの管理を指定管理者に行わせるための契約
に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県子ども総合
科学館管理運営事業

3,851,500 　栃木県子ども総合科学館の管理を指定管理者に行わせるため
の契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成40年度まで

農漁業災害対策特別
措置条例資金利子補給

2,472 　農漁業災害対策特別措置条例の適用に係る債務負担行為の追
加
・期間　平成31年度から平成37年度まで

とちぎ花センター
管 理 運 営 事 業

683,300 　とちぎ花センターの管理を指定管理者に行わせるための契約
に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県土上平放牧場
管 理 運 営 事 業

19,400 　栃木県土上平放牧場の管理を指定管理者に行わせるための契
約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

とちぎ明治の森記念館
管 理 運 営 事 業

22,933 　とちぎ明治の森記念館の管理を指定管理者に行わせるための
契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県総合運動公園
（ 武 道 館 ）
管 理 運 営 事 業

35,433 　栃木県総合運動公園（武道館）の管理を指定管理者に行わせ
るための契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度

栃 木 県 井 頭 公 園
管 理 運 営 事 業

418,700 　栃木県井頭公園の管理を指定管理者に行わせるための契約に
係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県鬼怒グリーン
パーク管理運営事業

684,300 　栃木県鬼怒グリーンパークの管理を指定管理者に行わせるた
めの契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成40年度まで

栃 木 県 中 央 公 園
管 理 運 営 事 業

648,400 　栃木県中央公園の管理を指定管理者に行わせるための契約に
係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成40年度まで

栃木県那須野が原公園
管 理 運 営 事 業

417,300 　栃木県那須野が原公園の管理を指定管理者に行わせるための
契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県みかも山公園
管 理 運 営 事 業

614,400 　栃木県みかも山公園の管理を指定管理者に行わせるための契
約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県日光田母沢
御 用 邸 記 念 公 園
管 理 運 営 事 業

277,207 　栃木県日光田母沢御用邸記念公園の管理を指定管理者に行わ
せるための契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成40年度まで
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栃木県日光だいや川
公園管理運営事業

598,900 　栃木県日光だいや川公園の管理を指定管理者に行わせるため
の契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県とちぎわんぱく
公園管理運営事業

627,300 　栃木県とちぎわんぱく公園の管理を指定管理者に行わせるた
めの契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県立とちぎ海浜
自然の家管理運営事業

1,927,000 　栃木県立とちぎ海浜自然の家の管理を指定管理者に行わせる
ための契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県立なす高原
自然の家管理運営事業

692,700 　栃木県立なす高原自然の家の管理を指定管理者に行わせるた
めの契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃 木 県 体 育 館
管 理 運 営 事 業

224,085 　栃木県体育館の管理を指定管理者に行わせるための契約に係
る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成32年度まで

栃木県立日光霧降
ア イ ス ア リ ー ナ
管 理 運 営 事 業

463,200 　栃木県立日光霧降アイスアリーナの管理を指定管理者に行わ
せるための契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県グリーンスタジ
アム管理運営事業

335,783 　栃木県グリーンスタジアムの管理を指定管理者に行わせるた
めの契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県立県南体育館
管 理 運 営 事 業

140,534 　栃木県立県南体育館の管理を指定管理者に行わせるための契
約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県立県北体育館
管 理 運 営 事 業

235,228 　栃木県立県北体育館の管理を指定管理者に行わせるための契
約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県立温水プール館
管 理 運 営 事 業

730,364 　栃木県立温水プール館の管理を指定管理者に行わせるための
契約に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成35年度まで

栃木県体育館分館
管 理 運 営 事 業

16,921 　栃木県体育館分館の管理を指定管理者に行わせるための契約
に係る債務負担行為の追加
・期間　平成31年度から平成32年度まで

（財政課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第641号
　栃木県県税条例（平成17年栃木県条例第５号）第13条第１項の規定により、平成30年栃木県告示第538号
（県税に関する申告期限等の延長）において、別途告示で定めることとされた期日は、その期限が平成30
（2018）年９月６日から平成31（2019）年１月30日までの間に到来するものについては、同月31日とする。
　　平成30（2018）年12月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（税務課）　

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第642号
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第４項の規定により、平成30年栃木県告示第121号により指
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定した特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の
除去等の措置を講ずることが必要な区域の全部について当該指定を解除するので、同条第５項において準用す
る同条第２項の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年12月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定を解除する区域
栃木市藤岡町藤岡字城山4380番２の一部

２　土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類
ほう素及びその化合物

３　講じられた汚染の除去等の措置
土壌汚染の除去
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第643号
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第２項の規定により、平成30年栃木県告示第122号により指
定した特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければなら
ない区域の全部について当該指定を解除するので、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定によ
り次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年12月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定を解除する区域
栃木市藤岡町藤岡字城山4380番２の一部

２　土壌含有量基準に適合していなかった特定有害物質の種類
鉛及びその化合物

３　講じられた汚染の除去等の措置
土壌汚染の除去

（環境保全課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第644号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成30（2018）年12月25日から平成31（2019）年
１月23日まで一般の縦覧に供する。
　　平成30（2018）年12月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

71 一 般 県 道
下岡本上三川線

宇都宮市平出町字小原1049-１から
宇都宮市下平出町字北原193-１まで

平成30（2018）年
12月25日

71 一 般 県 道
下岡本上三川線

宇都宮市下平出町字北原186-２から
宇都宮市下平出町字北原169-１まで

平成30（2018）年
12月25日

（道路保全課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第645号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第４号の規定により次のとおり道路
を指定したので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により公告する。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　平成30（2018）年12月25日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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道 路 の 種 類 道 路 の 位 置 道 路 の 延 長
及 び 幅 員

指 定
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第４
号の規定による道路

那須烏山市大字中央二丁目字泉、1700-
１、1701-１、1701-２、1701-３、1653-
２、1653-12、1653-11、1653-９、
1653-10、1652-５、1651-３、1651-
２、1645-１の各一部、1702-９、1702-
６、1702-３、1653-７、1644-１、
1644-２、1644-１地先、1644-２地先
那須烏山市大字旭一丁目字泉1639-26、
1639-29、1641-４、1640-２、1640-
３、1640-６、1638-３、1638-６、
1638-５、1638-１、1638-２、1639-
７、1637-４、1639-５、1711-１、
1702-１、1703-３、1703-１、1704の各
一部、1639-15、1639-28、1639-18、
1639-19、1639-16、1639-17、1639-１、
1644-４、1704地先

延長218.35ｍ
幅員15.00ｍ
　～ 19.50ｍ
　

平 成 30
（2018）年
12月４日

宇 都 宮
土木事務所

（建築課）　
───────────────────────────────────────────────


